
  

（一社）日本植木協会 植生調査委員会 

委員長 葛西 伸彦 

東京農業大学総合研究所 みどりの環境創造研究部会  

部会長 中村 幸人 

 

「植生アドバイザー育成リモートオープン講座」のご案内 

 

（一社）日本植木協会と東京農業大学の共催で平成 15 年から実施しています植生アドバイザー育成講座は、

緑の環境創造を実践できる人材育成を目的にこれまで多くの方に受講していただいております。 

この植生アドバイザー育成講座は、毎年８月末に３泊４日の実践講座を開催しておりましたが、昨年に引

き続き、本年も新型コロナ感染症感染防止を最優先するため、止むを得ず中止を決定いたしました。 

そこで、今般、過去受講された方で学び直したい方や新たに植生管理業務に興味をお持ちの方に、リモー

ト講座を受講料無料で広く開放することとなりました。講座は各コースの講師先生による分かりやすい内容

となっております。是非、この機会にご参加下さいますよう御案内申し上げます。 

 

【植生アドバイザー育成リモートオープン講座の概要】 

１．日時：令和３年８月２８日(土)１２：３０～１７：００  

２．内容  Ａ植生調査基礎コース：１２：３０～１４：００ 講師：東京農業大学 教授     鈴木伸一先生 

植生の基礎、日本の植生、植生調査方法、データ整理と解析などについて学習します。 

Ｂ植生景観基礎コース：１４：００～１５：３０ 講師：東京農業大学 名誉教授 中村幸人先生 

植生景観の基礎、植生景観調査方法、データ整理と解析などについて学習します。 

Ｃ植生復元・モニタリングコース：１５：３０～１７：００ 

講師：東京農業大学 教授 福永健司先生、(有)バーズデザイン 代表 小室武利先生 

生態学的緑化方法、植生景観計画に基づいた植栽計画などについて学習します。 

３．参加方法：ＺＯＯＭミーティングシステムを使用したリモート講座 

     (1)別紙講座申込書に該当事項をご記入の上、メールまたはＦＡＸにて下記宛先にご返信ください。 

     (2)折り返し、参加のためのＩＤ、パスコードをお送りいたします。 

     (3)ＺＯＯＭ参加を円滑にするために参加希望の方に接続チェック日を設けています。 

４．参加費用：無料 

５．連絡先： (一社) 日本植木協会  〒１07-0052 東京都港区赤坂６丁目４番２２号 三沖ﾋﾞﾙ３階 

TEL：03-3586-7361 FAX：03-3586-7577   担当：木谷 亨  

E-mail：kitani＠ueki.or.jp   URLhttp://www.ueki.or.jp 

植植植生生生アアアドドドバババイイイザザザーーー育育育成成成   

リリリモモモーーートトトオオオーーープププンンン講講講座座座   
 



植 生 ア ド バ イ ザ ー 育 成 

リモートオープン講座申込書  

 

メール：kitani@ueki.or.jp 又は FAX:03-3586-7577 にてお申込みください 

申込締切日 ８月２０日(金) 

  年   月   日 

 

お名前 

ふりがな 

 

 

 

 

 

性別    

 

 

  

男 ・ 女 

 

住 所 

(自宅・勤務先) 

 

〒 

 

 

勤務先 

 

 

電話番号 

 

(自 宅) 

(勤務先) 

(携 帯) 

 

E-mail 

 

 

 

     「植生アドバイザー育成講座」について      

 自然環境を正確に調査して、適切な森づくりの計画を策定・指導できる人材を育成するために、(一

社)日本植木協会と東京農業大学の共催で平成 15年より行っている講座です。 

 この講座では、様々な自然環境(植生)の成り立ちについて理論的な学習と、実際に野山に入って行う

植生調査実習を行います。現場の植生調査から得られたデータをもとに適切な樹種選定や緑化手法を提

案できる能力を養います。この講座は優れた内容が評価され、環境省と農水省共管の「人材認定等事業」

の育成事業に登録されています。 

 

     「植生管理士認定試験」について      

 植生管理士は植栽する場所と目的によって、最適な樹種を選定し、地域の植生と景観について本来の

姿をアドバイスするプロフェッショナルです。自然環境の再生・復元など新たな緑化工事に対して適切

な設計を提案すること等が仕事内容となります。植生管理士資格は(一社)日本植木協会と東京農業大学

総合研究所みどりの環境創造研究部会が設置した出題採点委員会が行う資格試験に合格した方に認定

を行います。「植生アドバイザー育成講座」の修了者は植生管理士認定試験の実技試験が免除されます。

なお、植生管理士は環境省と農水省共管の「人材認定等事業」の資格認定等事業に登録されています。 


